
相続人
（各例ごとに１８００万円）

法定相続の割合 遺留分の割合

①
配偶者と子の場合

配偶者→２分の１
（９００万円）
子→２分の１
（９００万円）
・子が2人いる場合は４分の１ずつ
（４５０万円ずつ）

※遺留分の割合は、相続人全員で２分の１（９００万円）
配偶者→２分の１２の分の１
（４５０万円）
子→２分の１の２分の１
（４５０万円）
・子が2人いる場合は８分の１ずつ
（２２５万円）

②
配偶者と親の場合
（子なし）

配偶者→３分の２
（１２００万円）
親→３分の１
（６００万円）
・両親がいる場合は６分の１ずつ
（３００万円ずつ）

※遺留分の割合は、相続人全員で２分の１（９００万円）
配偶者→２分の１の３分の２
（６００万円）
親→２分の１の３分の１
（３００万円）
・両親がいる場合は１２分の１ずつ
（１５０万円）

③
配偶者と
兄弟姉妹の場合
（子なし）

配偶者→４分の３
（１３５０万円）
兄弟姉妹→４分の１
（４５０万円）
・２人以上の時は４分の１をその人数で均等割

※遺留分の割合は、相続人全員で２分の１（９００万円）
※兄弟姉妹は遺留分が認められていない
兄弟姉妹→なし
（０万円）
配偶者→２分の１
（９００万円）

④
両親のみの場合
（配偶者、子なし）

父→２分の１
（９００万円）
母→２分の１
（９００万円）

※遺留分の割合は、相続人全員で３分の１（６００万円）
父→３分の１の２分の１（３００万円）
母→３分の１の２分の１（３００万円）


